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子 どもの権利条約

ネ ッ ト ワ ー ク

国連・子どもの権利委員会への

N G O レポー ト、いよいよ大詰めへ

平野 裕 二 （子どもの権利条約ネットワーク運営委員）

国連・子どもの権利委員会 による 日本の第 2 国政府報告書の審査

がだんだん近づいてきま した。いまのところ、2 0 0 3 年 1 0 月の会

期前作業部会で予備審査 （非公開）が、2 0 0 4 年 1 月の第3 5 会期

で本審査が行なわれる予定です （本審査の日程は変更される可能性

もあ ります）。

1 0 月の会期前作業部会では、N G O 等か ら提供された情報を踏ま

えて事前質問事項が作成され、 日本政I何に送付されます。政府は、

それに対する文書回答を用意 して審査 に臨むことが要請されます。

ただ し、文書回答を求められるのは、さまざまな統計情報と一般的

実施措置に関わる質問に対 してのみですb 個別分野に関 しては、委

員会が取り上げようと考える論点が挙げられるだけで具体的質問は

作成されず、文書回答も求め られません。

いずれにせよ、委員会に効果的な審査を行なってもらうためには、

N G O が日本の子どもの状況について充分な情報を提供することが不

可欠です。そのため、い くつかの団体がN G O レポー トの作成作業を

進めています。N C R C では、荒！牧重人・平野裕二 （いずれもN C R C

メンバー）を事務局責任者、子どもの人権連を事務局とする「子 ど

もの権利条約 N G O レポー ト連絡会議」に参加 し、とくに条約の広報

や子どもの参加などの面で委員会への情報提供を行なっていくこと

にして います 。

連絡会議は、（a ）日本における子どもの権利条約の実施状況を、国

連・ 子どもの権利委員会の勧告 （19 9 8 年6 月）の実施状況に重点

を置きながら市民・ N G O レベルで検証すること、（b ）前記検証結果

をもとに、第2 同政府報告書の効果的審査に向けて、政府 との建設

的対話、N G O レポー トの作成・ 提出を行な うこと、（C）第 2 国政府

報告書審査をフォローアップすることの 3 点を目的として結成され

た団体です。2 0 0 2 年 1 2 月現在、以下のような団体が参加 してい

ます （個人参加者は略）。

A R C ／ アザ ワイ ズ・ ジ ャパ ン／ （社） ア ムネス テ ィ・ イ ンターナ

ショナル日本／ F C T ・市民のテ レビの会／子ども情報研究センタ

ー／子どもの権利条約ネッ トワーク／子どもの権利条例東京市民フ

ォーラム／子どもの人権連／在日本朝鮮人人権協会／障害児を普通

学校へ・全国連絡会／全国障害学生支援センター／全 日本 自治団体

労働組合 （自治労）／多文化共生教育ネッ トワークかながわ／中国

帰国者の会／東京シューレ／東京・生活者ネッ トワーク／登校拒否

を考える全国ネッ トワーク／日本教職員組合／日本婦人会譲／入管

問題調査会／反差別国際運動日本委員会 （lM A D R －J C ）／P e ac e

C A P ／矧N K （すべての外国人労働者 とその家族の人権を守る関西

ネッ トワー ク）

N G O レポー トの作成作業はいよいよ大詰めに入つていますが、まだ

ご意見・情報等を反映させることは可能です。また、N G O レポー ト

の提出後も随時最新情報を委員会に提出していくことは可能ですので、

連絡会議に参カロをご希望のかたは平野裕二 （y u jih ira n o ＠n ifty．c o m

／F a x．0 3 －5 2 8 1t3 4 5 5 ）まで ご連 絡 くだ さい 。
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男達ふ書芸 「民間セクター」の役割について議論

平 野 裕 二（ARC＝Actionforthe Rights ofChildren）

国連・子どもの権利委員会は、2 0 0 2 年9 月2 0 日（第3 1会期）、

「 サービス提供者と しての民間セクターおよび子どもの権利の実現

におけるその役割」をテーマとする一般的討議を開催 した。

子どもの権利条約上、そこに掲げられた権利を確保する最終的責

任は、締約国政府、およびその管理下にある公的機関にある。十也方、

子どもの権利を保障していくうえで民間セクターが大きな役割を現

に果た して いる こと は否 定 しよ うのな い事実 であ る。

日本でも、児童養護施設や保育所は大半が民営 （私立）である し、

教育や保健サービスの提供 という点でも民間セクターの占める位置

は小さくない。また、とくに発展途上匡lでは、公的機関よりもN G O

のほ うが子どもたちへのサービス提供に関 して中心的な役割を果た

している場合が多いし、とりわけ内戦や自然災害などの緊急事態に

おいてはその傾向が顕著でi転る。グローバル化の進展にともない、

多国籍企業等による国境を超えたサー ビスの自由化も進め られよう

として いる 。

このよ うな実態を踏まえ、今年の一般的討議では、子 どもの権利

保障における民間セクターのあ り方 について議論が行なわれた。こ

こでいう「民間セクター」には、営利目的の主体 （企業等）も非営

利目的の主体 （N G O 等）も含まれる。

討議は2 つの分科会に分かれて行なわれ、その結果を踏まえて、

2 5 項目か らなる勧告が子 どもの権利委員会によ って採択された。

勧告は、（a）法的義務、（b）締約国に対する勧告、（C ）国以外のサービ

ス提供者に対する勧告、（d）一般的勧告の 4 部に分かれている。

勧告の基本的な考え方は、た とえ民間セクター （「匡l以外のサー

ビス提供者」）によってサー ビスが提供される場合であっても、条

約上の権利を確保する第一義的責任および法的義務は締約国にある

とい うもの であ る。

したが って国は、民間のサー ビス提供者が条約の規定・原則にし

たがって行動することを確保するため、適切な基準を定めるととも

に、サー ビス提供者の行動を評価・監視 しなければな らない。民間

のサービス提供者は、条約によって直接拘束されるのではなく、こ

のよ うな国 の規制 を通 じて 「間接 的義務 」 を負 うこ とにな る。

しかし、民間セクターにも子どもの権利を尊重・確保する「責任」

は存在するのであり、サービス提供者みずからも自主規制の しくみ

を発展させることが必要である。そのため、「倫理綱領またはそれ

に芙頁す る文 書」 を採 択 す る こ と 、そ の よ うな倫 理 綱 領 の 実 施 を監

視・報告するシステムを確立すること、効果的な苦情申立ての しく

みを発展 させる こと などが 求め られる 。

民間セクターによるサービス提供にあた っては、条約に掲げられ

た4 つの一般原則 （差別の禁止 、子 どもの最善の利益、生命・生

存・発達への権利、子どもの意見の尊重）に対 してとくに注意が払

われなければな らない。「第 12 条か ら第 17 条に規定された子ども

参加の原則」についても同様である。

民間セ クターによるサー ビスについて も、利用可能性

子どもの権利条約 第 65 号・ 2 002 年 12 月20 日号
ピ三：

（ a v a ila b ＝ty ）、 ア クセ ス 可 能性 （a c c e s s ib ＝ty）、受 容 可 能性

（ a c c e p ta b ＝ty） およ び質 （q u a‖ty） とい う4 つの 要素 が 満た され

なければな らない。アクセス可能性はさらに、差別の禁止、物≡埋的

アクセス可能性、経5斉的アクセス可能性および情報のアクセス可能

性とい う4 つの要素に細分化される。これ らの概念化は、社会権規

約委員会が2 0 0 0 年に採択 した一般的意見 1 4 号 （健康に対する権

利）に全面的に依拠 したものである （同一般的意見の 日本語訳につ

いては、ヒューライツ大阪 『アジア・ 太平洋人権 レビュー 2 0 0 1

ドメ ス テ ィ ック・ バ イオ レ ンス に対 す る 取 組 み と課 題 J 現 代人 文

社・ 2 0 0 1年・ 15 2 頁以下参照）。

こうした視点は経済改革・金融改革の過程でも貫かれなければな

らず 、 こ う した 改革 の結 果 と して、公 的 機関 また は民 間セ ク ター に

よる子どもたちへのサービス提供が害されないよ うにしなければな

らない。 I M F （国際通貨基金）や世界銀行をは じめとする国際金

融機関は、融資等の交渉にあたって子どもの権利を注意深 く考慮す

べきである。

以上が勧告の主な内容である。今回の一般的討議においては、民

間セクターの役割 に関わるさまざまな問題が充分に深められたとは

いえず、回答よりも多くの妻疑問が提出されたと評価せざるをえない。

とはいえ、すでに子どものためのサービス提供を相当程度民間セク

ターに依存 している日本にとって、今回の勧告は重要な内容をはら

むものである。規制緩和が唱えられるなか、どのようにすればもっ

ともよい形で子どもの権利を保障できるのか、委員会の勧告を踏ま

えて検討 していく必要がある。

◆勧告原文はhttp：／／W W W ⊥lnhc h「．ch ／htm l／m enu2 ／6 ／C rC／d oc／

d a y s／S e Ⅳic e．p d fから入手可能。勧告の日本語訳およびより詳細な

解説は、子 どもの人権達『いんふ おめ－ しょん 子どもの人権連』

に掲載予定。

トピックス ：子どもの権利委員会、 1 8人 に増員へ

子どもの権利条約は国連の主要人権条約のなかで最大の締約国数

を擁するにも関わらず、これまで子どもの権利委員会の活動はわず

か10 人の委員によ って担われてきた。各委員の負担が限界に近づ

きつつあることから、委員の人数について定めた条約第4 3 条 2 項

の改正が国連総会 で承認されたものの、その発効のために必要な

1 2 8 か匡I（締約国の3 分の 2 ）の受託はなかなか得られなかった。

しか し、2 0 0 2 年 1 1月 1 8 日、ア イル ラン ドが 1 2 8 番 目の受託 国

とな ったことにより条件は満たされ、改正が発効 した （なお、日本

はまだ 改 正 を受 託 して い な い）。 これ に よ り、 2 0 0 3 年 2 月 1 0 日、

改選対象 となる5 人に新委員8 人を加えた 13 人を選ぶ締約国選挙が

行なわれ、第3 3 会期 （2 0 0 3 年 5 ～6 月）か ら委員会 は1 8 人体制

となる。これによって委員会の作業が効率化され、質のいっそ うの

改善につながるかどうかはなお未知数だが、委員ひとりひとりの負

担が減ることは確実である。



子ども参加を支援するおとなたちへ

～ よ りよいサ ポー トの ための ヒン ト～ く最 終 回〉

山 本 克 彦 （聖泉短期大学講師、生涯学習研究所S O U P 代表）

しばしの連載休止（原稿執筆が滞って しまった私の責任です）から、

数ヶ月が経った。その間に “子ども参加を支援するおとなたち”は、

全国各地で試行錯誤を繰り返 しながら、子ども参加・参画の実現を目

指し、さまざまな努力をしている。“おとなたちけは各地のN P O だけ

でなく、自治体の取り組み、そ してそれらの協働作業として展開され

ている。特に、この夏、8 月 1 ～2 日に兵庫県川西市で開催された

r 地方自治と子ども施策～自治体シンポジウム2 0 0 2 ～ j では、全国

から多くの実践が寄せられた。その中で、「自治体がすすめる子ども

の参加・参画」分科会でも、さまざまな実践報告と、各自治体の課題

が確認されている。今回、最終回にあた っては、こうした動きもふま

え、今後の “子ども参カロ・参画の活動支援けの課題を考えてみたい。

まずはこれまでに連載 した以下のヒン トをもう一度項目のみであげて

みよう。詳細はぜひバックナンバーでご確認願いたい。

ヒン ト1 ．「子 ども参加」は一日に して成 らず（活動は継続性を持た

せ よ う）

ヒン ト2 ．支援するおとなを組織化 しよう

ヒン ト3 ．お となの スタ ンス を明確 に しよ う

ヒン ト4 ．目的 と 目標 を明 確 にす る

ヒン ト5 ．プロセ スをデ ザイ ンす る

ヒン ト6 ．プログ ラムを デザイ ンす る

ヒン ト7 ．体験学習と体験学習法は全然違 うということをおとなが

理解 しよ う

ヒン ト8 ．気づ く、わかる、かわる、かえる．このプ田セスをサポー

トしよ う

ヒン ト9 ．子どもたちが表現することは、すべて正解でぁると琵輸

しよ う

ヒン ト10 ．“カーは与 えるもの では な く、ひ きだす もの と認識 しよ う

ヒン ト1 1 ．“ひ きだす” ため には 常に しかけ を考 えよ う

ヒン ト12 ．サポーターシップには ‘‘かけひき”が重要である

ヒン ト1 3 ．まずは今一度 “子 ども観”の問い直 しをスター トに しよ う

子どもの活動をおとなが企画 し、指導するという考え方は、子ど

もにとって “非参画”の活動で しかないという認識はおとなたちの中

に浸 透 してき てい る。 しか しな が ら、“わ か っては いる けれ ど、 かわ

っていない■－おとなの姿勢や態度がいまだみ られる現状がある。た

とえ ば何 らか の活 動 に おい て 、「子 ども たち 自身が や りま した」 と

いいつつ 、詳 細を みる と 「 ‘■子 どもた ち 自身 がや る”よ う にお となが

やらせて い る」 とい うもの も多 い 。 これは 子 どもた ち に仕事 を割 り

当て、 おとな が や らせ る とい う形 であ り、 非参 画か らステ ップ ア ッ

プした参画実現へのプロセスである。もちろん、このプロセスは重

要であるが、その先がなければおとなの自己満足にすぎないものと

なる。その先への “おとなの勇気、決断”は、‘子ども観”の問い直し

を∠必要とするのではないか。 この間い直 しは、‘子 どもには無理－、

”子どもではできない”、“子どもにはまかせておけない”という 一子ど

も観 ”か ら、“子 ど もはで きる －、“子 ど もにま かせ てもだ い じょうぶ－、

一子どもには力がある”という “子ども観’であ り、子どもへの信頼や

権利委譲という考えを含むものである。まかせてみることは力を発

揮する機会を提供することであ り、それは “おとなが子どもに一 目

おく”機 会で も ある 。 自 らの “子 ども観 けに誤 りはな い か、 その こと

をお となが 問い直 す ことか らは じめて みよ う。

ヒン ト1 4 ．おとなが育たねばな らないことに気づき、おとなを育

てる こと に取 り組 も う

子どもを信頼 し、権利委譲できるおとなが育たなければ、子ども

の参カロ・参画は実現 しない。 一子ども観”を問い直す中から、確信を

もって子どもをサポー トできるおとなが存在 しなくては、子どもの

参カロ・参画の活動は発展 しない。子どもたちの ‘力”はわれわれおと

なが 一与 え る ”とか ”っ けさ せ る－ので は な く、“ひ きだ す－と い うこ

とでi5 ると連載の中で述べたが、その姿勢や態度こそが重要なので

ある。これはおとな側の意識を変えることであ り、とても大きな課

題でもある。おとなを育てるには、そのための トレーニンクをどの

ように進めていくのか、さらには具体的な養成プログラムを確立 し

なけ れ ばな らな い。先 富区的にサ ポ ータ ー トレー ニ ンクを 実施 して い

る事例か ら学ぶこと、それを元に地域性や子どもの発達段階に合わ

せて 自 らが関 わ って いる活 動 にア レンジ してい くことが 求め られ る

のではないか。

ヒン ト15 ．活動を評価 し、それを生か し継続することが土筆である

子どもの参加・ 参画の活動実践は全国に広が りをみせている。前

述の 「自治体がすすめる子どもの参加・参画」分科会でも、実施後

の成果や効果についての関心の高さがうかがえた。活動の効果測定

にはむずか しい面もあるが、ここではその視点を して、以下の 3 つ

をヒン トと してかかげたい。それは（D タスク・ コール （活動の計画

における目標が明 らかな成果として達成できたか）、② プロセス ・

コール（計画段階から実施の課程を通 して、参加者である子どもや

スタ ッフを含む地域のおとなの意識や態度、姿勢がどのような変化

を見せたか）、③ リレーシ ョンシ ップ・ コール （実施の課程 を通 し

て、子どもとおとな、あるいは行政とN P O などの力関係や関係性が

どの よ うに変 化 した か） とい うも ので ある 。活 動 を実施 する お とな

は、 と もす ると タス ク・ コー ル にこだ わ りがち であ る。 しか しこれ

らの 視点 はす べ てを達 成 しよ うとい うもの で はな く、い ずれ かの コ

ールに関する成果や変化を、たとえわずかであ っても見出すことが

重要だといえる。さ らには、一つひとつの活動の中に含まれる “お

とな 側 の学 び ■を 抽出 し、次 へ とつ な ぐこと 、継続 して取 り組 む こ

とが大きな意味を持つ。

“子 ども参 カロを支 援す る おとな た ち【 は、子 ど もた ちと とも に自

らが学 んで いる とい うこと を常 に意識 してい かね ばな らな い。 こ こ

までにあげてきたヒン トの数々が少 しでも役立つことを願いたい

子 どもの権利条約 第 65号・ 20 02 年 12 月2 0 日号

』
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亨どもの権利 条約 ネ ッ トワー ク 20 0 2 年度第3 国セ ミナー

草 原の周 とホ ー ミーに さそわれ て

モ ン ゴル の ス トリー トチル ドレン

～ サ ロン風の柔 らかい雰 囲気で開催 しま した 〟～

今や、全世界で 3 0 0 0 万人から 1億人はいるといわれるス トリー

トチル ドレン。中国北部に位置するモンコルもその例外ではあ りま

せん。モンゴルのス トリー トチル ドレンの出現は社会主義崩壊の結

果と都市化の進展と言われています。

こう した歴 史 を踏 まえ 、今 回の セミ ナー で は、 ス トリー トチ ル ド

レンに対するモンコル政府とユニセフの取 り組みの今を、現地で取

材してきた好光紀さん （日本ユニセフ協会職員）に報告 しても らい

ました。また、A R C （A c tio n forthe Rights of Children）の平

野裕 二さ んか らは、子 ど もの権 利保 障 の視 点か らス トリー トチル ド

レン間男琵に関 する 国際 的な 議論・ と りくみ の動 向 を紹介 してい ただ

きま した。

＊好 光 さん ＊

広大な草原が広がり、遊牧などで暮らしている、ということで知

られているモンゴル。 しか し近年、遊牧では暮 らしていけな くなっ

た人々が都会 に集ま ってきたり、都市化 がすすんだり して、人口

（約2 5 3 万人）の半分以上が都会で暮 らすようになっています。そ

の背景には、モンゴルが社会主義経済から市場経済へ移行 したこと

に伴い多くの国民が混乱に巻き込まれた ことにあります。そ してそ

の結果、（D 貧困家庭が増加 し離婚や家庭崩壊が広が った、②政府か

らの補助金削減 によって基礎教育などの社会サービスの質が低下、

③貧 しいために子どもの養育 を放棄 した り虐待する保護者が増加、

とい った こ とが重 な り、モ ン ゴルの 都会 で は今 、ス トリー トチル ド

レン と呼 ばれ る子 ども たち が増 えて い ます。 ス トリー トチル ドレン

とは、「自分がたべていくために、家族か ら離れて、路上が生活の

すべての場所にな っている子どものこと」（当日資料よ り）のこと。

なお、 モ ンゴルの ス トリー トチル ドレン （＝ 「C h ild re n of street」

詳細は下記参照）は約4 0 0 0 人と言われています。

こうした中ユニセフは、政府側のパー トナーの国家子ども委員会

（N C C ）及び社会福祉労働省、国内N G O パー トナーの青少年同盟及

び子どもの権利センターなどと協力 して活動 しています。なかでも、

1 9 9 0 年に設立された青少年同盟が提唱して学校単位で実施されて

いる 「チ ャイル ド ツー チ ャイル ド」（子 ど もか ら子 どもへ ） プ

ロジ 工ク トは注 目されて いま す。

このプロジ工ク トには 「貧 困家庭の友達の支援」「身体障害のあ

る友 達へ の 支援 」「犯 罪 を起 こす可 能性 の 高 い ス トリー トチ ル ドレ

ンヘの支援」「虐待、ハンディキ ャップのある友達への支援」など6

つの 方針 があ りま す。 ク ラス メイ トが抱 えて い る問 題・ 悩 み に対 し

蛙 同世代の子どもがその解決、あるいは精神的なサポー ト、ア ド

子どもの権利条約 案 65 号・ 2 002 年 12 月20 日号

林 大 介 （子どもの権利条約ネットワーク）

バイス 、カ ウ ンセ リン グな ど に取 り組 む、 とい うもの で効 果 を挙 げ

ています。

r日本では同 じクラスの友達からの支援はその友達のプライ ドを

傷つけ やす く慎重 にな りが ち」 とい う質 問 を した と ころ rこの 活動

の原点は同情か らではな く平等な立場にたっての助け合いをするこ

とであ り、この活動を企画 した時か ら友達を含めてその母親と話 し

あってきたのでプライ ドを傷つけることはなかったJ とい った返事

があ ったそ うです。

＊平野 さん ＊

ス トリー トチル ドレン に関 しては 、 1 ：ス トリー トチ ル ドレンの

保護・支援のアプローチ （刑事司法アプローチ、救貧・福祉アプロ

ーチ、エンパワーメン ト・ アプローチ）、2 ：子どもの権利条約とス

トリー トチル ドレン （子 ど もの権 利条 約の 関連 規程 、 国連・ 子 ども

の権利 委 員会 の と らえ方 、ス トリー トチル ドレン に対 する暴 力・ 殺

人行為、その他の国際的動き）、3 ：条約に善かれていないス トリー

トチル ドレン の権 利 （ジ ュデ イス ・ 工ニ ュー によ る リス ト）、 とい

つた3 つの観点から整理することができます。

ま た、 ス トリー トチル ドレンの と らえ方 と しては 、「C h ‖d re n  o f

S t「e e t」（家 も 何 もな い た め ス トリー トで 生 活 ） と 「c h i佃re n

O n／in st「eet」（家はあるが生活のため＝生活費を稼ぐためにスト

リー トで 生 活） とい う2 つ があ り、そ れぞ れ 1 0 ％ 、 6 0 ％ の 割合 と

なってい る。つ ま り、好 光さ んの報 告 によ ると約 4 0 0 0 人 が

「 C h i旧「e n ofstreet」であり、「Childrenon／in street」を合わせ

たモ ンコルの ス トリー トチル ドレンの総 数 は約 4 万 人 と言 え ます。

こ れ ま で 「ス トリー トチ ル ドレン」 と言 うと 、「C h ild re n  o f

S tre e t」（家 も何 もな い ため ス トリー トで 生活 ） をイ メー ジ して い

たのですが、「Ch i旧re n o n／in street」（家はあるが生活のため＝生

活費 を稼 ぐた め にス トリー トで生 活） も存在 してい る、 とい う こと

の指摘には考えさせられま した。

▲中央 が好光 さん、右端が平野 さん

参加人数は 10 名程

度で したが、 写真あ

り、豊 富な資料あ りで

参加者からも好評で、

サロン的な雰匪一気の中

で、 ゆ っく りと深 く、

静かに考 えることがで

きるセミナ ーで した 。



チャイル ドライ ン全 国 フォー ラム2 0 0 2 か ら見 えてきたもの

－訴となと子どもがさりさい関係を築 くた助に捗－

1 1月 3 0 日・ 1 2 月 1日にお茶の水女子大学で 「子ども発・ おとな

着～ 「き こ う ！子 ど もの声」 ～ チ ャイル ドラ イン全 国 フォー ラ

ム2 0 0 2 」 わて行 われ ま した。 1 9 9 9 年 1 月 にチ ャイル ドライ ン支援

センターが設立されて3 年 1 0 ケ月が経ちましたが、全国規模のシン

ポジウムは始めてのことです。北は北海道か ら南は宮崎までチャイ

ルドライ ンに関 わる人 たち が集 いま した。

今回の シンポジウムの目的は、チャイル ドラインの重要性を全国

の人 に理 解 して も らう こと と同 時に 、各地 の チ ャイル ドライ ンの 受

け手や運営体制の強化のための話 し合し1の 2 つからな ります。 1 1月

3 0 日に行 わ れ た公 開 シ ンポ ジ ウム で は、 チ ャイ ル ドラ イ ン支 援 セ

ンター代表理事の清川輝基氏が年次報告書の報告で、子どもの声を

年間何万も受け止めている機関は全国でもチャイル ドラインだけで

あり、社会での役割は大きいと述べました。

その後、喜多明人教授 （早稲田大学）の コーディネー トのもと、

速水由紀子さん （ジャーナリス ト）、早川信夫さん （N H K 解説委

員）、松本創さん（映画「学 校 、－15 歳」原案。 19 歳）を迎えた

報告集 ＝速報版＝

田 家 文 衛 （子どもの権利条約ネットワーク）

シンポジウムが行われま した。松本さんは、「子 どもの声を聞 くだ

けではなく、例えば地域で、おとなと子どもが一緒に活動するよう

な場があればいい、そうすればおとなも「おとな」という看板を背

負わずに、子 どもと横のつなが りをつくりやすいのではないか。」

と述べま した。早川さんは 「子どもがおとなを r0 0 さんj と呼ぶ

のを聞 いて 、こ うい うお とな と子 どもの関係 を とても新 鮮 に感 じた」

と述べま した。速水さんは「おとなは、 －0 0 ち ゃんのお母さんけ

等とい った看板を背負いやすい。それが子どもと同 じ目線で話せる

関係を築く上での障害にな っているのではないか。」と述べました。

喜多先生も、「おとなが看板を背負いやすい点、そのよ うな匿名の

関係ばか りでおとな同士がつきあいがちなことは、子 どもと正面か

ら向き合 お うとす る ときの支 障 とな りうる」 と述べ ま した 。

このシンポジウムから見えてきたのは、まずおとなが変わらなけ

ればな らない とい うことで す 。それ は チ ャイル ドラ イ ンの 受 け手の

みなさんが、受け手をやり始めてから自分が大きく変わったという

ことをお っ しやつた ことに象徴 さ れて いる と思 い ま した。

子どもの権利条約 フ ォー ラム20 0 2 in ちば

干葉発『K ぱ s Righでs W∂Ve仏

～子どもと市民の参画で世界は変わる～

2 0 0 2 年 1 2 月7 日（土）・8 日（日） 於 ：干葉県教育会館大ホール・会議室

千葉 で行 われ た今年 は、 フォー ラム開催 ち ょう ど10 回 目に あた りま した。参 加者 数 は延べ 10 0 0 人 を超 え、大盛 況 で した ！！ 今号 で は、

フォー ラ ム報 告 集 ＝ 速 報 版 ＝ と して 、 フ ォ ー ラ ム 参 加 者 か らの ホ ッ トな感 想 と 、2 日間 の盛 り だ く さ ん な プ ロ グ ラ ム を い くつ か報 告 しま す 。

堂本知事と若者の対談

内 田 塔 子 （子どもの権利条約ネットワーク）

堂本暁子干葉県知事を中央に、両脇 にはずらっと 10 人の子ども

たち。子どもたちか ら堂本知事へ要望・意見が出され、それに堂本

知事がひとつひとつ丁寧に答える形でシンポジウムは進んでいった。

まち づ く りについ ての 話の と ころ では 、子 ども たち か ら 「社 会 に

は、大人だけが住んでいるのではない。子どももまた同 じように住

んでいる。だか らもっと子ども・若者の意見も入れたまちづくりを

して ほ しい。そ うす れ ばも っ とまち に愛 着 が持て る よ うにな る と思

う」といった意見が出された。それを受けて堂本矢口事は 「おとなに

なると子 ど もの 頃の こ とを どう しても 忘れ がち にな って しま う。子

どもや若者が参加することでおとなが考えつかないようないい案が

でる。 これ が とても 大事 だ とい うこ とが三 番瀬 の時 に もよ くわか っ

た。行j牧だけで考えて進めるのではな く、子どもや若者、小さい子

どもをもつ保護者など、当事者参加が大事だと思う。」と述べた。

大勢の聴衆の前で、

物怖 じせ ず 、矢口事 に

対して 堂 々 と 、 時 に

語気 を強めて思 いを

伝え よ う と す る子 ど

もたちの姿 、そ して

子どもたちの どんな

言葉 にもひとつひと

子 ど



つ漏 らさず 耳を傾け、丁寧に答えていく知事の姿は印象的だ った。

ポイ ン トは、 お とな と子 どもの 対話 。対 話 を してい く中 で は、 う

まくいく対話もいかない対話もあるだろうが、それでもお互いがお

互いを わか りあ お うと して対話 を 積み重 ね て い くこ とは、 何 か しら

得る もの があ り、わか りあ うため の最初 の一 歩 になるの だ ろ う。

フォーラムに参加 して

唐木 優 衣（1 7歳 子どもの権利条約ネ ッ

ユニセフ子 どもネ ッ ト

トワ‾ ク）

今回初めて子どもの権利条約フォーラムに参加して、たくさんの

人と 出会 う ことが でき た。そ してそ れ と同 時に色 ん な人 の姿 、 と く

に自分と同世代の子どもの活躍 している姿 を見て良い刺激を受け

た。堂本矢口事にいい意味で遠慮せずに言いたいことをどんどん言 っ

たり、ペル ー か らの ゲ ス ト、ナ ソ ツプの 子 ども たち が、 自分 たち の

働く権 利 につい て語 った り、色々 な や り方 で 自分 を表 現 した

り・ 。

2 日目は武力紛争と子どもの権利の分科会に参加 した。午前中は

パレスチナの子どもたちについての報告を聞き、学校に行くのもま

まならない状況であることや、毎年多くの子 どもが殺されているこ

とに とて もシ ョックを受 け た。 テ レビの ニ ュー スや新 聞 か らは伝 え

られていないパ レスチナの子どもたちの現実が、実感 としてよく伝

わって くるお話だった。午後のカンボジアを取材 したボイスの報告

も、ほとんど報道されないカンボジアの「今」が見えてきて、とて

も興味深かった。

私は来年受験なので、来年のフォーラムにはいけないと思 うけれ

ど、今年子どもとしての最初で最後の参加ができてよかった。とは

いっても、今度はおとなとしてこれからもず っと参加 したい。毎年

色んな人とこのフォーラムを通 してつながりを作 っていきたいと思

つてい る。

フォーラム に参 カロして の感想

1 0 年間一昔

すべてが変化するのが当たり前

小 林 祐 也 （養護学校職員）

「 1 0 年 ひ と昔 」 とい う言 葉が あ るが 、 この フォー ラム も 1 0 年 も

やったのだなあと感慨深い。大学の会議室を借 りた第一固から今で

は建物 全体 を使 って しま うイベ ン トにな り、さ ら には各 団体 の発 表

や活動紹介の情報交；換の場にもなっている。本当にこのフォーラム

は懐の深さを改めて感 じる。

私は大阪と福岡以外はすべて参加 している。自分が参加者という

よりスタ ッフの 立場 で 参加 して いる こ とが多 く、事務 的 な ことか ら

写真撮影まで行なつていた。そうしていると、ふと子 ども達の様子

が伺えた。初期の頃は、問題を拘え悩み訴えている彼の姿はどこか

クールで熱かった。大人の社会に立ち向かい戦おうとい う意気込み

があ り、 フ ォーラ ムの 流れ も とこ とん話 し合 い 、熱 く議 論 を戦わ す

という傾向があった。分科会もそんなに数も多 くな くまだまだ関心

や興味がもたれていない現実がそこにはあった。

地道な活動によ って子ども達への権利意識の向上が図られている

はずであるが、今の日本の現状では、まだまだ程遠いものがある。

ぽ
の活動に期待 したいが、まず、子供達が持 つている芽を育てる

子どもの権利条約 第 6 5号・ 2002 年 12 月20 日号

活動が急務であるとこの 10 年でわか ってきた。確実にフォーラム

から出発し子どもから大人へ成長 し自分の道を進む人たちの姿は頼

もしい。

今回の フォーラム千葉は幅広い分野からの参加が多く、このイベ

ントに対 す る力 の入 れ よ うも違 う感 じが した。特 に 最初 か ら最後 ま

で子 ど もた ちか 関わ り作 り上 げ た この フ ォー ラ ムは もの す ごく新 鮮

であると共に、エネルギーがみなぎっている彼 らが美しかった。

干葉の教育評価が低く感 じているのを人々が感 じ取 っているよう

だが、連帯感を感 じられないのが残念である。わがふるさと青森で

も地域によって温度差があるのは歴史的背景から続くものだがそれ

でも地 域 と して のつ なが りはあ る。

昨今の景気や社会モラルの低下でますます、大人の地位が下がって

いる。もはや、子ども達はそんな大人の話は聞き難 くなるであろう。

●
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」

小児科医毛利子来さんと

子育て・教育基本法を学ぶ
一子どもの権利実現と教育基本法一

講演・毛利子来、司会・喜多明人（早稲田大学）、参加人数 約5 0 人

神 陽 子 （法政大学大学院）

座談会のように進めませんか、と毛利先生が提案 したので、終始

なごやかな雰囲気の中で教育基本法 と1 1月にだされた中教審によ

つてまとめ られた中間報告教育基本法改正案について意見が活発に

交わされ、座談会のように進められました。

改正案の個人に対する考え方と日本人のアイデンティティについ

ての問題点について、毛利先生は、学校での行動がおか しいと思わ

れると検査や病院がすすめ られる現状をあげ、個性が尊重されてい

ないのではないか、また会場の参加者からは、個性を特別な能力で

はない、良い悪いと比較する 一‘普通”にしばられすぎている、あ り

のままを受けいれるものだ、と個性に対する考え方が出されました。

民族 を敬 う ことの 強制 と もいえ る 日本人 の アイ デ ンテ ィテ ィ等 につ

いては、子どもへの精神的ス トレス、排他的で狭い考え方だと批判

の声があがりました。また、毛利先生は、戦前の教育を劇的に変え

た教育基本法がまった く審議されずに改正されようとしているだけ

でな く、改正案は戦前 をおもわせる公や愛国心を強調 しているが、

どうや った らこの 動 きが止 め られ るか につ いて 考え なけ れば な らな

い、 と弓重く言 い ま した 。

今の教育現場では教育基本法がどのようにいかされているか、と

質問され、喜多先生は、学校や教育政策でも教育基本法がいかされ

てはいないし、現場の教師は休みがほとんどなく教育委員会や校長

によ っても しば られ て いる こ とで 教育 が お ろそ か にな って しま い、

子どもたちにしわ寄せがいってしまうので、余裕が必要と説明 しま



した。一方で、出席 していた現場の教師か らは、勤務校での子ども

の権利条約をいか した学校づくりを紹介しま した。そこでは学校を

子ども にと ってい か にい きい き と活動 でき る場 を つ くるか とい うこ

とで先生たちが一体とな って取 り組み、ノーチャイムや 6 時間授業

がな い こと、 子 ども にと って楽 しい場 は先 生 にと って も楽 しい 場 に

なる こ と、 このよ うな 学校 づ く りに校 長や教 育 長 も支持 してい る こ

と、教 師 と子 どもの パ ー トナー シ ップ が うま くと れて いる こ と、な

どの説明がされると、会場の出席者からは驚きの声があがりました。

しか しこの よ う にうま くす す め られて いる例 は少な い 、 とい う指 摘

もあり、他の教師からは、近代産業に要請される教育が進められて

適応の仕方を教える場に学校はなって しま っているという問題があ

るこ ともあ げ られ ま した 。

障害をもつ子どものお母さんたちから、子 どもへの適性就学検査

についてや学校の対応の問題があげられ、改正案のたくま しい日本

人像はさらに差別を助長する可能性があること、個別のニーズにこ

たえる包括的な教育をする場 として学校はあるべきこと、学力や能

力の考え方について考え直す必要があること、などが話 し合われま

した。

さまざまな立場の方々が出席 していたことから、教育についてさ

まざまな方面への改革が必要なこと、また改正案のは らむ危険は、

どの立場の人たちにとっても危機的なものであること、が認識され

ました。最後に、教育基本法 は、教育をつくる気持ちにならなけら

ばはい っていけないので、ただ受身になるのではなく、地域の教育

をつ く って い くこ と に全 ての 人 が参 カロして いか な けれ ば な らな い、

として会 は しめ くく られ ま した 。

ト
第

7
分

科
会

「
語

り
場
」

＜ 語 り場＞報告

小 林 祐 也 （養護学校職員）

フォーラムの分科会 は、専門分野に分かれ細分化される傾向にあ

るので 、選 択肢 はい くらで もあ るが 、敷居 が 高そ うだ った り分 か り

難かった りする部分が多かった。第 7 分科会 「語り場」 は、そのよ

うな難 しそうな話は一切抜きに語るものにな った。私は午後から参

カロしたが 、午 前 中 は 1 0 人 程度 が 参 加 して い た とい う。 座敷 で お 茶

を飲み なが ら語 り合 う この光 景 はな ん とも暖 か く 「ほ っ」 とす る 空

間にな った。本来な らば、こんな当たり前の空間がどこにでもあっ

たはずなのに．－

地元ネ タか ら、広 いあ りと あ らゆ る分野 につ いて語 った 感 じが した 。

特に、地元ネタは私達にはとても新鮮で、聞いて楽 しかった。一人

が、「みんなで権利、権利と言 うけど、権利 って何 ？と思うことが

ある」と語 った時、権利についての語 りが、社会では不十分である

ことに気づかされた。この点は、今後の課題になるであろう。この

ような こ とに気 づ くこと がで きる 「語 り場」 は、今 後 とも存 在 して

欲しい と思 った。

●
●
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＜ シンポジウムーO K ！不登校 ・

引 きこも り－ ＞報告

内 田 塔 子 （子どもの権利条約ネットワーク）

不登校が珍 しくなくな ってきた昨今でも、子 どもは学校に行くの

が当然 とする社会通念が支配的な状況にあ っては、学校に行かない

選択を した子どもにとって、今の社会はとても住みにくい。不登校

を体験 した というシンポジス トの松島さん （2 0 歳）によれば、不

登校でつらいのは、「学校に行かなくなる前ではな く、行かなくな

つた後」だ とい う。学校のある時間帯に家の外 にでると、周囲が

「 なぜこの子どもは学校に行っていないのか」という奇異の目を向

けて くる。学校が終わった時間帯であれば、今度は下校後の学校の

友達に会うかも しれない。それで、家の外に出るのがいやになり、

家にこも らざる をえ な くなる 。 しかも そん な とき に家の 中で 親 にま

で「学 校 に行 くの が つ らいの ？」 と聞 かれ た りする と、 聞か れる こ

とがまた苦痛にな り、自分の部屋の外にす ら出るのがいやになって

引き こも った りす る 。 この よ う に、学 校 に行 か な い選 択 を した後 、

安心 して居 られる場所が、どんどん少なくなっていき、とてもつ ら

いのだ、とい う説明があった。松島さんは 「家の中だけは、せめて

居心地よくi5 ってほ しい。親は最後まで子どもの味方であってほ し

い」と述べて、不登校の子どもをもつ親には、常に子 どもへ寄 り添

い続 けても らいた いと話 した 。

不登校の子どもたちが、安心 して生きられるためには、不登校と

は特別 な もの では な く、い た って普 通の もの と して認 め られ るよ う

な地域社会 に変わっていく必要があることを強く思わされた分科会

だった。
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☆子 どもの権 利条約ネ ッ トワーク主催 フ ァシ リテー ター養成講座2 0 0 3☆

迅 l l

この講座は、子どもの権利の視点に基づいた子ども参加を支えるファシリテ一夕ーを養成することを目的とします。地域・ N P O ・学校 ・

自治 体 関係者 な ど子 ども に関係 す るあ らゆるお と なの 参加 を歓 迎 します ！

場 所 ：みなとN P O ハウス（六本木駅徒歩 1 分） 定員 ：先着2 5 名 （1月中旬より受付開始）

受講料 ：おとな一般 10 0 0 0 円 （5 国分・資料代含む）／おとな会員 8 0 0 0 円 （同）

学生一般 10 0 0 0 円（5 国分・資料代含む）／学生会員無料（同）※絶対に参加 したい ／18 才未満の方は相談 してください。

【 講座プログラム（予定、敬称略）】

☆詳 しいチラシ、講座内容をご希望の方は、子どもの権利条約ネ ッ トワークE －m a il：n c rc ◎a be a m ．o c n ．ne ．jp も しくは電話 ＆F a x ：0 3 －3 7 4 6 －0 7 4 4

までお問い合わせ下さい ♪1 月中旬 より受付開始 。詳細はウェブサイ トW W W 6 ．o c n ．n e ．jp／‾n c rc でもお知 らせ します。
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子どもの 権利条 約ネ ッ トワー ク （以下 、C R C ネ ッ ト）で は、以 下の よ うな コ ンテ ンツで メール ニ ュー スを発 信 してい ます 。（毎月 1 日

発行予定）ここだけで しか入手できない情報が多数ありますので、

お問い合わせ、お申し込みは、T E L／F A X O3－3746－0744

画C o n te n ts

【 H o t T o p ic s 】－－－－C R C ネ ットからの最新情報

1 ：「入会キ ャンペーン」を実施 します ！

2 ：「子どもの権利条約フォーラム2 0 0 2 in ちば」

企画内容が出揃いま した ！

【 N e w s L e tte r】＝－「ニ ュー ス レター・ 子 どもの 権利 条約 」 か ら

お 薦め トピ ック

1 ：掲載記事 （バ ックナンバー）紹介

‰㈱＊串

是非ご登録 ください ／

E－m a it n c rc＿n e W S＠h o t m a il．c o m まそ お願 いい た します 。

【 L e t－s jo in u s ！】叫一イベン ト情報の案内・報告

1 ：第 3 回セミナー「草原の風 とホーミーにさそわれて

～ モ ンゴル の ス トリーニトチル ドレン」 終 了 しま した ／

【 V o ic e 】－－…－…－投稿・寄稿 コーナー ※投稿をお待ち しています

【 lnfo rm a tio n 】－－－－W e b更新情報、その他お知らせなど

1 ：みなとN P O ハウス・ オープニング記念イベン ト開催

2 ：メール ニ ュー ス購 喜売者 が 1 0 0 名 を超え ま した

【 M e s s a g e 】一－－－－－メールニュース編集部より
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★印 刷 ㈱ 第一プリン ト

日　 程 3 月 1 日 （ ）理論 Ⅰ 3 月2 日 （ ）理論 Ⅱ 3月2 3 日（日）実践Ⅰ 3月2 9 日（土）実践： 3 月 3 0 日 （日）

時　 間 1 0 ：3 0 － 1 2 ：3 0 1 3 ：3 0 － 1 5 ：3 0 1 0 ：3 0 － 1 2 ：3 0 1 3 ：3 0 － 1 5 ：3 0 1 0 ：3 0 － 1 5 ：3 0 15：00－17：00 （予定） 1 0 ：3 0 －1 2 ：3 0

内　 容
「子どもの参加を

どう支えるか」

「世界の子 ども

参加の動き」

「子ども参加の

学校づくり」

「いのちの現場
か ら ：子どもに
寄 り添う」

「子ども参加の

デザイン」

「ファシ リテー
ターをや って
みよう ！」

「ふ りかえり」

講師／

ファシリ

テ一夕ー

喜多 明人

（子どもの権利条約
ネットワーク代表 ・
早稲田大学教授）

平野 裕ニ

（A R C代表）

伊藤 義明

（北海道 ・幕別町立
札内北小学校教諭、
予定）

西野 博之

（フリースペース
たまりば）

安部 芳絵

（子ども参加ファシ
リテ一夕ー）＆
横浜会議チーム

養成講座

参加者の

みなさん

安部 芳絵

（子ども参加プア
シリテ一夕ー）


